
　ただし、みなし大企業は対象外とする。

大津町起業創業事業費補助金

補助対象者

 補助率　1/2　補助上限額　100万円

新築費、増改築費、購入費、改修費、設備費（1件あたり50万円未満（消

費税除く））、申請書類の作成等にかかる経費、知的財産権等関連経費、

謝金、旅費、マーケティング経費、広報費、外注費、委託料　等

概  要　
大津町に新たに創業する方や、新分野へ進出する方の創業等に必要な経費

を一部支援します。

公募開始から事業期間完了日までに、個人で事業を始

める、又は町内で会社を設立若しくは町内に事務所・

事業所を設置する者。

※日本標準産業分類の小分類・細分類に規定する業種は新分野進出とはみな

さない。

個人や中小企業基本法に定める「中小企業者」のうち、以下に該当する者

申請書提出先

問い合わせ先

補助対象経費

　長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、個人や中小企業等がポスト

コロナ・ウィズコロナ時代の経済社会活動の変化に対応するために、起業や新分野へ進

出するなどの前向きなチャレンジを支援します。

起　　　業

新分野進出

補助率・補助上限

公募開始から補助事業完了日までに、新分野（※）の

事業を開始する者であって、町内で事業を行っている

者。

大津町役場　産業振興部　商業観光課

TEL　０９６－２９３－３１１５

令和4年7月15日（金）　～　令和4年12月28日（水）申請受付期間

※商工会等による相談・助言等の支援を受けながら取り組むこと。

申請に関する大津町HP


